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船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年１月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和２年６月１６日 ０３時０６分ごろ 

発生場所 山口県上関町千葉
せ ん ば

埼東岸 

下荷
し も に

内
ない

島灯台から真方位２４９°２.０海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°５０.１′ 東経１３２°０８.７′） 

事故の概要 コンテナ専用船ふたばは、西進中、千葉埼東岸に乗り揚げた。 

ふたばは、船首船底部外板に破口等を生じた。 

事故調査の経過  令和２年７月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

コンテナ専用船 ふたば、７４９トン（２１０ＴＥＵ） 

 １４２３３２、向島ドック株式会社（船舶所有者、Ａ社）、有限会

社八幸マリン（船舶借入人、Ｂ社）、井本商運株式会社（運航者、

Ｃ社） 

 ９３.９０ｍ×１４.００ｍ×６.７０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,７６０kＷ、平成２６年１０月８日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７３歳 

二級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和４９年６月７日 

免 状 交 付 年 月 日 平成３０年１２月１９日 

免状有効期間満了日 令和６年１月５日 

航海士 男性 ６８歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成２年８月３日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２７年７月１０日 

  免状有効期間満了日 令和２年１１月２０日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首船底部外板に破口及び凹損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風速 約１.６m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期、潮高 約２２６cm（徳山） 

 事故の経過 本船は、船長及び航海士ほか４人が乗り組み、コンテナ５４個を積

載し、令和２年６月１５日１２時００分ごろ山口県徳山下松港第１区
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に向け、阪神港大阪区を出港した。 

本船は、３Ｍレンジに設定したレーダーを起動し、航海士が、２３

時２０分ごろ釣島水道東口付近で昇橋し、前直の船長から船橋当直を

引き継いで単独の船橋当直につき、１６日０２時１１分ごろ山口県

周防
す お う

大島町沖家室
お き かむ ろ

島南方沖に至った頃、針路を次の変針予定場所であ

る平郡
へいぐん

水道第２号灯浮標北方沖に向け、平郡水道推薦航路線に沿う真

方位約２６５°の針路及び約１２ノット（kn）の対地速力とし、自動

操舵により航行した。 

航海士は、操舵スタンド左舷側のレーダーの前に置いた椅子に腰を

もたれた姿勢で船橋当直に当たり、０２時５０分ごろ山口県柳井市平

郡島北方沖に達した頃、レーダーと目視で前路を確認したところ、航

行の支障となる船舶を認めなかったので安堵して気が緩み、軽い眠気

を感じた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 操舵スタンド左舷側のレーダーの前に置いた椅子に腰を 

もたれた姿勢で船橋当直に当たる航海士（イメージ） 

 

航海士は、当直交代まで眠気を我慢できると思い、同じ姿勢で船橋

当直を続けているうちに居眠りに陥った。 

航海士は、０３時０６分ごろ衝撃を感じて目覚め、主機を中立運転

とした後、周囲を見て、本船が千葉埼東岸に乗り揚げたことを知っ

た。（図２参照） 
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図２ 千葉埼東岸に乗り揚げた状態の本船（イメージ） 

 

船長は、自室で休息中、衝撃で目覚め、直ちに昇橋し、乗組員に船

体の損傷状況の確認を指示し、ＶＨＦ無線電話で海上保安庁に本事故

発生の通報を行うとともに、携帯電話でＡ社、Ｂ社及びＣ社に同旨の

報告を行った。 

本船は、１８時００分ごろＡ社が手配していたタグボートにより引

き出された後、潜水士による潜水調査及び応急修理が行われ、１７日

１５時００分ごろ自力で航行して徳山下松港に向かった。 

（付図１ 航行経路図、付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約２.３４ｍ、船尾約３.６４ｍであった。 

本船の船橋には、本事故時、ＧＰＳ情報が重畳表示されるレーダー

２台（うち１台を３Ｍレンジのオフセンターで起動）及び船橋航海当

直警報装置が設置され、１２分に設定された可視警報タイマーが作動

中であった。 

航海士は、２月２２日に別の船舶に乗船した後、引き続いて３月２

３日に本船に転船しており、１日の平均睡眠時間が約５～６時間で、

本事故当時、睡眠不足ではなかったものの蓄積された疲労を感じてい

た。 

航海士は、ふだん眠気を感じた際、ウイングに出て風に当たった

り、ストレッチなどをして身体を動かしたりして眠気を払拭してい

た。 

本船の機関部当直者は、巡回等を行っていない時間帯は機関室に詰

めていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 

あり 

なし 

なし 
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 判明した事項の解析 本船は、平郡水道を西進中、単独で船橋当直についていた航海士が

居眠りに陥り、変針予定場所を通過して千葉埼東岸に向かって航行を

続けたことから、同岸に乗り揚げたものと推定される。 

航海士は、当直交代まで眠気を我慢できると思い、椅子に腰をもた

れた姿勢で自動操舵として船橋当直を続けたこと、航行の支障となる

船舶を認めずに安堵して気が緩んだこと及び概日リズム＊1の強い眠気

が生じるとされている時間帯であったことから、覚醒水準が低下し、

居眠りに陥ったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、平郡水道を西進中、単独で船橋当直につ

いていた航海士が居眠りに陥り、変針予定場所を通過して千葉埼東岸

に向かって航行を続けたため、同岸に乗り揚げたものと推定される。 

再発防止策 Ｂ社は、本事故後、関係各船舶の船長に対して注意喚起を行うとと

もに次のとおり改善措置を採ることとした。 

１ 船長は、１日４港のオーダーがあった際、配乗会社に連絡し、

担当者は船主に報告して運航管理者と運航緩和の協議をする。 

２ 乗組員は、睡眠時間が不足していると感じた際、船長に報告

し、船長は船内作業の実施を見合わせ、休息時間を確保できるよ

う考慮する。 

３ 乗組員は、次の居眠り運航の防止策を積極的に実施すること。 

・夜間は椅子に座らず立直する。 

・ウイングに出て外気に当たる。 

・顔を洗ったり、体操したりして身体を動かす。 

・コーヒーやお茶を飲んだり、ガムを噛んだりする。 

・眠気が払拭できないときは船長に連絡する。 

４ 船橋航海当直警報装置の時間設定を最小時間（３分）に短縮す

る。 

５ 機関部当直者は、可能な限り昇橋する。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、当直中に眠気を感じた際、身体を動かしたり、外

気に当たったり、手動操舵に切り替えて立って操船に当たるな

ど、常に眠気を払う動作をとること。 

・船橋航海当直警報装置を備える船舶においては、同装置が正常に

作動しているか確認した上で、航行中は常時作動させ、休止時間

を可能な限り短く設定するなど適切な措置を採ること。 

・夜間の船橋当直は、可能な限り機関部当直者を昇橋させて２人当

直とすることが望ましい。 

                             
＊1  「概日リズム」とは、約２４時間周期の体内時計による眠気のリズムであり、１日の中で体温が最も低くなる０

２時～０４時付近で強い眠気が生じるとされている。 
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付図１ 航行経路図 
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付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 
 

時刻 
船   位 ※ 

対地針路※ 船首方位※ 対地速力 
北  緯 東  経 

(時：分：秒) (°－′－″) (°－′－″) (°) (°) (kn) 

02:04:54 33-50-32.54 132-23-25.62 269 262 10.2 

02:09:54 33-50-27.04 132-22-23.73 261 260 10.0 

02:14:54 33-50-23.48 132-21-20.69 267 265 11.7 

02:19:54 33-50-21.31 132-20-09.29 268 265 12.1 

02:24:54 33-50-19.51 132-18-55.51 268 265 12.4 

02:30:04 33-50-18.40 132-17-38.53 269 265 12.5 

02:35:04 33-50-17.13 132-16-24.39 269 265 12.3 

02:39:55 33-50-15.68 132-15-13.00 268 265 12.2 

02:44:55 33-50-13.87 132-13-59.62 268 265 12.2 

02:45:14 33-50-13.69 132-13-54.78 268 265 12.2 

02:45:55 33-50-13.45 132-13-44.97 268 265 12.3 

02:49:55 33-50-12.10 132-12-46.54 269 265 12.0 

02:54:54 33-50-10.99 132-11-33.44 269 265 12.2 

03:00:04 33-50-09.95 132-10-16.60 269 265 12.6 

03:00:04 33-50-09.95 132-10-16.60 269 265 12.6 

03:00:54 33-50-09.88 132-10-04.07 269 265 12.5 

03:01:54 33-50-09.80 132-09-49.11 270 265 12.4 

03:02:54 33-50-09.75 132-09-34.24 269 265 12.2 

03:03:54 33-50-09.83 132-09-19.89 270 265 11.8 

03:05:03 33-50-09.50 132-09-03.37 268 265 12.0 

03:06:03 33-50-08.90 132-08-48.78 266 264 12.1 

03:06:54 33-50-08.40 132-08-41.52 262 262 0.3 

03:07:54 33-50-08.40 132-08-41.54 262 262 0 

03:08:55 33-50-08.42 132-08-41.54 262 262 0 

※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首

方位は真方位である。 

 

 

 


